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平成２７年度第１回「あいち森と緑づくり委員会」 

１ 日 時 平成２７年７月９日（木）午前１０時から 

２ 場 所 愛知県自治センター 大会議室 

３ 出席者 あいち森と緑づくり委員会（委員１０人） 

服部委員長、肘井副委員長、青山委員、天野委員、今井委員、遠藤委員、 

岡田委員、武田委員、浜口委員、原委員 

農林水産部農林基盤局 

山本局長他 

事務局 

 農林水産部、総務部、環境部、建設部 

４ 議事(要約)等 以下のとおり 

1) 農林水産部農林基盤局長あいさつ 

2) 議事 

○議題１「平成２６年度事業の実績及び平成２７年度事業の計画について」 

○議題２「平成２６年度版あいち森と緑づくり事業事例報告（案）について」 

3)その他 

○議題１「平成２６年度事業の実績及び平成２７年度事業の計画について」 

〈事務局資料１に基づき各部説明〉 

（委員長）ご報告ありがとうございました。それではただいまのご説明につきましてご質問

ご意見ございましたら、お願いいたします。

（委員）先程、建設部の方から説明のあった街路樹の再生というのは、どういう事業を、ど

うやられているのでしょうか。 

（事務局）並木道再生事業を担当しております道路維持課が参っております。そちらから説

明させていただきます。 

街路樹の再生については、過度の剪定など管理面や密生など育成環境面の問題から、枯れ

かけている街路樹がありましたら、それを撤去して、新しく植樹を行う事業です。もともと

街路樹が無いところに新たに植樹することは対象にしておらず、既存の枯れかけている街路

樹を新しい木に植え替えて、その後は、適切に管理していくことを目的とした事業です。 
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（委員）名古屋市が街路樹に対して何か大きな指針を出されて、大きすぎる木を全部、中木

にしかならないものに植え替える事業を始められてますよね。で、久屋大通公園などでも街

路に出っ張ってる枝を全部切ったり、とんでもない形で樹木の剪定が行われたりしてるのを

非常に疑問に思ってたわけなんですけども、そういうことではないわけですね。いわゆる傷

んだものを取り換えると、いわゆる県道の街路樹ということですね。それ以外に市町村の街

路樹に対する補助事業ということですね。名古屋市に対してもやってる。そういうことです

ね。じゃあ、植え替えもやってる。例えば、たまたま気が付いた池下の辺りでプラタナスが

植わっていたのが、全部ハナミズキにぼんぼんぼんぼん変わってたりする。そういうのも高

木は倒れるからとか、いろんな理由で緑の分野の人が本当にそういうことをどう考えていく

べきなのかなって非常に疑問に思いながら大きな一つのすう勢として、それも補助されてる

わけですね。 

（事務局）今、手元に資料がありませんので、その池下の案件が、当事業で実施されたもの

か、確認が取れませんが、当事業は名古屋市にも参加いただいております。名古屋市から要

望があれば、限られた予算の範囲内ではありますが、名古屋市と調整しながら、事業を進め

ております。 

（委員）そういう場合の価値判断というか、僕自身は街路樹の高木の植え替えを非常に疑問

に思っているわけですけども、名古屋市は学識者を入れられて大きくそういう結論を出され

て、今、都市部の巨大な緑、僕が名古屋に来てかなり経つんですが、白い街名古屋はとんで

もない真緑な環境になったわけですね。それをまた別の判断で、今、そうやってなってるの

を県は補助申請があれば、どういう基準でそういうものをまた判断されて補助を出されてる

のかどうかというのがちょっと疑問なんですけども、ここでそこまでの話をすると大変なの

で、その辺も非常に気になりますというだけに、とどめさせていただきます。 

（委員長）ほかにいかがでしょうか。 

（委員）ただ今のことにちょっと関連するんですけれども、都市緑化推進事業についても、

森林の整備事業と同じように、本来の予算を補完する形でやってるという、そういう位置づ

けで、理解してよろしいんでしょうか。 

（事務局）都市緑化推進事業につきましては、今回、森と緑づくり事業の創出によって新た

に、例えば民有地緑化助成とか、公共施設の緑化、こういったものが、新たにできるように

なったことが大きなところでございます。

（委員）それともう一点ですけれど、予算面で平成２７年度は２６年度に比べると約２億円

くらい増えていますけれど、これは納税者が増えたということですか。ちょっとその辺をご

説明いただければと思います。 
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（事務局）全体の予算のお話しかと思いますが、平年は２２億円程度税収がございます。た

だ、年度によってこのように予算に増減があるのは、一つの年度で事業を実施しますと、ど

うしても執行残が起こります。その執行残を基金に戻して、それを次年度以降に活用して予

算化するので、前の年、その前の年に余った金額がありますと、どうしても年度によって予

算の増減が発生します。 

（委員長）他によろしいでしょうか。 

 全般的にちょっと聞きたいのですが、事業をやられて、その対象になった、例えば学生だ

とか、参加された方からのアンケートというのはどのくらいやられているのでしょうか。い

つも５年目ぐらいに、あるいは４年目ぐらいに、アンケートをやられたりするのですが、日

頃からとっておくというのも大事かなと思うのですが、その辺意識してやられているところ

は、どんなところでしょうか。 

（事務局）アンケートの方法のご質問ですが、まず、「森と緑づくり体感ツアー」というツ

アーがございます。このツアーの参加者については、すべてアンケートをいただいておりま

す。それから、いろんなＰＲの場面で、ポスター展示など我々職員が出向いて説明するとき

にはアンケートを取って、回答いただくようにしております。環境部の事業は、それぞれの

活動団体や参加者にアンケートを取っています。その他、技術者養成事業など参加者が決ま

ってるものはできるだけアンケートを取るようにしております。 

（委員長）はい、わかりました。ありがとうございます。是非、あの、データは非常に大事

だと思いますので、きちんと取っておいていただいて、後の分析に使える状況にしておいて

ほしいと思います。 

 それから今日の資料の１－２ですね、データとして多分大事なデータだと僕は思うのです

が、パッと見ただけで、数字が並んでるということで、どういうことをここから読み取った

らいいか少し分からないので、少しコメントをつけていただけると、あるいは問題点がある

のかですね、うまく浸透していってる、あるいは事業が拡大してる様子が分かるとかですね、

少しそういうところもグラフなり、あるいは文章なりでですね、分かるようにしていただけ

ると、これも非常にいいものになるような気がします。ご検討いただければと思います。 

（事務局）はい、分かりました。少し農林水産部の事業についてコメントさせていただきま

す。人工林整備でございますが、人工林は山があるところが限られておりますので、限られ

たその市町村で実施しています。ただ２６年度には、西尾市という比較的都会の地域で、新

たに１ha が実施されているという状況でございます。次に里山林整備ですが、これは集落

周辺の里山を対象に２５年度までは都市計画区域に限っておりましたので、都市計画区域で

しか実施されておりません。ただ平成２６年度の見直しにより、都市計画区域という枠を外

して、集落周辺ならどこでも実施できるようにいたしましたので、今後は三河の山間地域で
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も要望があがってくることを期待しております。木の香る学校づくり推進事業ですが、これ

は公立の小中学校に木製の机を導入するものですから、どこでも実施できるものですが、実

績のある市町村はかなり限られていまして、当初はなかなか導入されなかったものが、だん

だん浸透してきて、今は予算よりも要望が多いというような状況で、かなり浸透してきたか

なと思います。その次の木材利活用推進事業、これは間伐材の搬出とベンチの設置という二

つのメニューがございますので、間伐材の搬出はまさに山の方ですから、山の方でこれから

どんどん広がっていくことを期待しています。ベンチの方は木材を利用するというものです

ので、できれば都会の方で木材が使われていくと、まだ始まったばかりなのであまり進んで

いませんが、そういうことを期待しているところでございます。 

（委員長）ありがとうございます。是非、どんな様子か数字が並ぶだけではなくて、分かり

やすいものを何か付けていただきたいという希望です。よろしくお願いします。他によろし

いでしょうか。 

それでは二つ目の議題に移らせていただきます。平成２６年度版事例報告案についてとい

うことで事務局からご提案ください。 

○議題２「平成２６年度版あいち森と緑づくり事業事例報告（案）について」 

（事務局資料２に基づき各部説明） 

（委員長）どうもありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご意見ご質問が

ございましたら。県によってはですね、毎年きちんと報告書を作って出されるところもある

んですが、愛知県の場合はこういう形で前年度どんなことをやったかということを要約して

皆さんにお知らせする。で、コンビニ等人の多いところにできるだけ置いてですね、皆さん

に周知していただいている。そういうやり方をしている。ですから今回もこれでやりますの

で、昨年度の報告をこういう形でまとめてよろしいかということです。ほぼ出来上がってる

ので、あまり大きな変更は難しいのかもしれませんがお気づきの点があったら、よろしくお

願いいたします。 

（委員）すごく写真がたくさんあって見やすいなという感じを受けて、いい感じだなと思っ

たんですけれども、せっかくなので、やっぱり２５年度の方には参加された方の声というか、

そういうコメントが入ってるんですけれども、２６年度の方にはちょっとそういった声があ

まり見られないんじゃないかなと思ったので、中面のこの紹介のところですね、それぞれの

事業のところにちょっとコメントを入れていただくとか、特に多分、人工林の整備とか里山

林の整備ってすごく参加者のコメントという入れ方は難しいかもしれないんですけれども、

これによって例えば、災害が起こりにくくなりましたとか、そういうような県民にわかりや

すい、この事業がどういう効果を生んでいるのかということが、わかりやすいようなコメン

トを入れていただけると、非常に伝わりやすいんじゃないかと思います。 
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（委員長）今回コメントを削ったというのは、なんか理由があったんですかね。今年度の 

２６年度の報告の中にもコメントとは書いてないけど、文章が入ってますよね。これがコメ

ントに相当するという理解でよろしいですかね。比較的、コメントと似た文章になってるの

かなという感じもしないでもないんです。よろしいですか。 

（委員）一般県民としてなかなかですね、文字がたくさんあると読みづらいというのが基本

的に私の感覚なものですから、例えばコメントという書き方でなく、どっちかというと吹き

出しでポンとこう一言あるみたいな、ぐらいのまず目に入ってくるキャッチフレーズがある

といいなという意味でお伝えしました。 

（委員長）はい、ありがとうございます。この資料はですね、県の職員の方たちの手作りな

んですね。デザイン等については、前にもコメントいただいたこともあるんですが、プロが

やれればいいのですが、予算のこともあっててですね、皆さん職員の方が努力して作ってお

られるという背景もあるということです。 

（委員）全体的にですね、非常に、前回の昨年度末の委員会でご指摘させていただいたり、

ご提案した内容が非常に盛り込まれておりまして、大変ありがたいなあという風に感じてい

ます。特にこの後ろにある事業のしくみというのが、以前は２５年度までは２冊に分かれて

いたところを１冊でぎゅっとまとめていただいて、１冊これを見ればどういうことなのかな

というのが分かるというのは、非常に良かったのではないかなあという風に思いました。 

 今のお話、コメントの件なんですけれども、多分、観音開き前の最初のこの部分だと大分

文字が詰まっている感じするので、これ以上というのは難しいと思うんですが、非常にこの

観音開き開かせていただくと、ゆったりとしたレイアウトになっていて、これはおそらく県

民どなたもが読みやすいような形にされているのかなあという風に感じたんですけれども、

ちょっと子どもが見るには漢字が多いかなあというのと、あと、私たちが見たときにやはり、

難しい字が多いなっていう、それは専門的な言葉だとか表現があったりするのでそういうこ

とを感じてしまいやすいのかもしれないんですが、これちょっとフォントを変えたりとか、

ちょっと面白いフォントにしたりだとかというのは、これは県の一応報告書に代わるものだ

から、まずいのかどうかというのは分からないのですが、そういった工夫が少しされると、

もしかしたらもう少し読みやすいというか、身近な感じになるのかなと。内容的には非常に

身近なことなんですけれど、同じポイントでずっと書かれているので、ちょっと何かこう教

科書みたいな感じ、そういう感じがするなと感じました。これもさきほどの報告書だからあ

まりくだけた内容ではということであれば、ちょっとどうなのかなとは思うんですが。とり

あえず、私の率直な感想を述べさせていただきました。 

（事務局）貴重なご意見をいただきました。フォントについては。変えることは可能だと思

いますので、できましたら具体的な修正部分を言っていただけるとありがたいです。 
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（委員）多分、あのさきほど○○委員がおっしゃったコメントに当たる部分だと思うんです

が、「身近な緑づくり」のとこだと、「公共施設の緑化や、新たな公園緑地の創出、整備に対

して支援しました。」というところが、柔らかいというか訴えかける文章になっていると思

うので、その部分だけでも吹き出しとか付けるとまた、手作りだと非常にやりにくいのは私

もよく分かっているので、ここを少し平易な文章にするのと、難しいですね。文字数の制限

もあると思うのであれなんですが。ちょっと何となく丸っこいような、これでも大分丸っこ

くなっているとは思うんですけど、フォントを取り入れられたらいかがかなあという提案で

す。 

（事務局）このパンフレットは、９月にコンビニエンスストアで配布を予定しております。

印刷の発注の関係で、かなりリミットがきております。いただいたご提案は、難しい漢字だ

とかフォントの問題だと思いますので、できるだけ各部局で相談して変えられる範囲でやり

たいと思っております。ありがとうございます。 

（委員長）はい、それではよろしくお願いします。ほかにいかがでしょうか。 

（委員）厳しいとは思いますけど、特に都市の緑化のところで気になったのが、語尾が全て

「支援しました」になっているんですけど、支援したのは分かりますので、この状態ですか

ね、支援していただく前の状態と今こちらに写真に載っているところが成果になると思うん

ですけど、一体どうなったのかというところが知りたいので、たとえば、それぞれそうしま

すと、「支援しました」の語尾にはならないと思うんですけど。整備したら、結果としてど

うなったと発展的な言葉に直していただけると、つまり成果を表すような言葉で結んでいた

だきたいなというちょっと気がするんですけど。 

（事務局）ご意見ありがとうございます。確かに、堅いなあというか、役所的だなあとも感

じますので、ご指摘のとおり語尾はまずは直しつつ、柔らかい表現にしていきたいと思って

おります。

（委員長）ほかにいかがでしょうか。 

（委員）さきほどのコメントと近いかもしれないのですが。アンケートのお話で、特に体験

ツアーなど参加者が決まっている内容に関してアンケート取られているということだった

んですけども、そういう直接的な参加された方のご意見っていう生の声を、こういった実際

の市民の方が見られるところにあると、一番こう見る側は近い存在の人が触れたりとか、参

加した感想のようなものがあると興味を持ちやすかったり、導入の部分としては、やっぱり

難しいところからというよりは、そういったところから参加した人はこういう風に思ったと
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か、楽しかったとか端的なことかもしれませんけれども、そういったことを一言、特に見開

きのこの体験のツアーですとか、学校の森、木の香る学校づくりで木が来てどうだったとか、

そういった実際のもらった側とか、見た感想みたいなものがあると、より現実味が出てくる

かなあという感想を持ちました。ありがとうございます。 

（委員長）はい。なかなか、今からちょっと難しいのかもしれませんが、次回で少しその辺

はですね、検討して、実際に参加された方のそういう感想みたいなものも入れられるんなら

ば、ということでご検討いただければという風に思います。 

（委員）すみません、今まで出た話の付け足しになるかもしれないですが、このパンフレッ

ト全体ざっと見ますと、人がいるようでいないような、何か人がたくさん出ているのに、な

ぜかすごい寂しい感じがします。県民が一体となって森と緑づくりをしていこうという形の

ことですので、たとえばですね、いままでいろいろコメントが出ていた方がいいという話が

あるんですけど、それにですね、たとえば、左下の方にですね、森林整備技術者の養成とい

うところがあるんですが、ここで実際に終了した方の顔写真入りで何か一言、今後こういう

風にしていきたいだとか、そういうのが入っているとですね、もっと生き生きとした感じに

なるのじゃないかなと思います。 

 今回、次回に向けてやっぱりお願いしたいのはですね、これやっぱり業者さんにデザイン

頼んだらどうかなと思います。すごい頑張っていらっしゃるのは分かるんですが、たとえば、

先程のフォントの話にしたってですね、会議しなくても多分、業者であれば数秒で出てくる

答だと思いますので、すいません、次回そういう風に、見積もりだけでもとられたらどうか

なと思います。そんなに高くないと思いますので、よろしくお願いします。 

（委員長）はい、どうもありがとうございました。 

 これも宿題になりますが、ご検討いただければと思います。 

（事務局）検討させていただきます。 

（委員長）ほかによろしいですか。 

はい、それでは、この平成２６年度の事例報告の案ということで、いろいろ検討していた

だきたいということが出ましたので、また少し検討していただいて、もし次回報告ができる

ようでしたら、ご準備をいただきたいという風に思います。よろしくお願いします。 

それでは、ここでですね、一応議題の２つ終わりましたので、その他ですが、事務局の方

から何かございますか。よろしいですか。特になければ、先程ちょっとお話をいたしました

が、フリートーキングということでですね、委員の皆様１年この事業に携わっていただいて、

感想でも結構ですし、今日の議題にならなかったことで身の周りで起きているようなことで

も結構ですので、お話をしていただいてですね、今後の事業にですね何か役立つところがあ

ればという風に思っております。 
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全員お一人ずつというと時間がないかもしれませんので、一言ずつ伺いたいのですが、と

りあえずお話をしていただける方がございましたら、お願いしたいと思います。感想でも、

この事業に対するご意見でも結構です。 

（委員）パンフレットの話が出て、デザイナーをという話が出ましたけども、やっぱり緑に

関わることっていうのは、本当にこれからの時代、ある意味では非常におしゃれなライフス

タイルにとって、非常に大事なことだと思います。いわゆる岐阜県とある意味で愛知県と大

きな特性の違いみたいなものもどういう風にあるのかなっていうか、そういうものも思った

りします。いわゆる少し岐阜県なんかよりは都市型なのか、そういう言い方はできないか、

分かんないんですが。それから、非常におしゃれなライフスタイルをやはり県民のほとんど

の人が納税として、お金を収めてて、それが他の事業でやり切れないものを何か補助金とし

て県は与えていきますよということ、まずはそれはそれでいいと思うんですが、大きなやっ

ぱり方向性みたいなのが、岐阜県と違う方向性を何らかの形で持っているのか、別に岐阜県

とという話じゃなくて、この事業そのものが。大きくは、農林水産部と建設部とそれから環

境部と３つの部局にわたって、２５億を大きくやっぱり１０年やってこられて大体のお金の

割振りはできてて、それぞれの事業でやることをそれぞれ詰められて、そして最終的には、

森と緑づくり推進室が全体を取り仕切っているんですかね。感じとしてはそういうことです

ね。 

 昨年度も申しましたけど、何かこれだけ３つの部局がというのは、非常に珍しいことなの

で、もうちょっと横断的に関係したことができるといいなあと。そしてそれが愛知県の特性

みたいなのが上手く出てくるといいなと。そして、やはりもっとある意味でおしゃれに、た

とえば、間伐材の普及啓発事業の机・椅子なんかも同じことですけど、ちゃんとデザイナー

入れて、やはりそこもデザイン、自分たちの小学校に飾れるんだとか、何かそういう分かり

やすいことの、いわゆるパンフレットそのものが自分たちのがちゃんとデザイナー入れてそ

ういうこともしてほしいですし、様々なことがやっぱり１０年やってこられて、その後のこ

れからですので、いきなりそう簡単に方向転換できないでしょうけども。 

それから昨年度言ってたのは、万博のお金で海上の森で学校をやられていたのが終わる訳

ですね。来年度終わるのかな。やはりそういう新しい森、緑、都市の緑に対しても新しい体

系というのが無いので、教育機関というか体系化する組織みたいなものが時間かけても、そ

れはＮＰＯとも全部、組織を把握している、関係の学者たちとも全部つながっているみたい

なね。何か大きな体系、それをごく分かりやすく一般県民たちが聞きに行ける場、学習でき

る場、今、環境部がやられている訳ですよね。それも都市の緑のね、学習の仕方みたいなの

はそんな中でやっぱりなかったりするかなあと思ったりしますね。もうちょっと横断的にそ

ういうことを考えていける愛知県独自の何か仕組みたいなのが、岐阜県は森林文化アカデミ

ーというのをお持ちだと。何かせっかくこれだけの事業で３つの部局が、そう簡単にいく話

ではないんでしょうけども、たまたま海上の森で終わってしまうことを少し別のステップに

変えられないかみたいなことだと繋げられないのかなあと。ちょっとそんなことを思います。 
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（委員長）はい、どうもありがとうございます。この森林環境税と一般的にいわれるもので

すね、全国で３１，２県ですか、くらい、もうスタートしてる訳ですね。愛知県はちょっと

遅れてスターとしているのかと思いますが、ただ、森、それから里山、都市と３つが入って

いるのはほとんどなくて、確か兵庫県ぐらいでしたかね、山と都市が近いので、ということ

で、非常にこれはそういう意味ではほかのところでは見られない仕組でというか、組織で行

われている。だから、せっかくの機会だから今おっしゃたようにですね、組織横断的に取り

組むということも少し考えてもいい、あるいは将来的にも愛知県の緑を全体として山から街

までという風にさっきのパンフレットにも書いてあるんですが、どういう組織でどんな風に

やっていくのかということも視野に入れながら、ここでもですね、この事業の中でも少しで

きたらと思います。もちろん、行政の組織とかいろいろありますので、簡単ではないとは思

うんですが、少なくともそういう気持ちで何かできないだろうかというようなご提案かと思

います。 

（事務局）森林環境税は、今、全国で３５県実施しております。一番最近では群馬県が始め

ております。愛知県は３０番目ということで、今、委員長からお話しいただきましたが、ほ

とんどの森林環境税が間伐が中心ですが、愛知県では尾張に都市があって、三河に山がある

という地域性から、都市緑化と里山と森林の間伐、それと全県的に行う環境学習・環境活動

という仕組をつくって事業を始めたところです。連携が今一つというご指摘を度々いただき

ますが、わずかではありますけれど、連携の例を紹介しますと、農林水産部が里山を整備し

たところで、そこを拠点に活動していただくときに、環境部の事業を活用していただくとい

った連携を行っている場合もございます。 

（委員長）ほかにいかがでしょうか、今、ちょっと大きい枠組のお話だったかと思うんです

が、各論的なところでも結構ですので何かございましたら。 

（委員）もう一回ちょっと続けていいですか。それをやっぱり全体としてそれぞれの部局が

考えていきましょうは、やっぱり滅茶苦茶時間がかかるので、答はやっぱり無いんです。だ

けどやっぱり答を探していくシステムをやっぱりつくる。それが単純には一番分かりやすい

のは今までね、万博の後のあそこで環境の学校をやられていたと、だけどそれが終わると。

それをもう一回別の形での継続事業で、そしてそれまでの一般の人たちを教えるという話だ

けじゃなしに、今のような思考ができるシステムを組み込む、いわゆるそれは、関連の学者

たちと全部つながっている、地域活動をするＮＰＯと全部つながっている、誰もが分かりや

すくそこへ出かけていける、子どもたちが森でアートできる、工作ができる、何かそういう

ことの全体を時間かけてやっぱり探していくその核みたいなのをやっぱり非常に早い段階

でやっぱり決めないとそう簡単に時間かけて、時間かかるんですけども。そういうものをで

きればいいなあと。 

（事務局）海上の森の件でお話がありましたけれども。おっしゃるとおり、海上の森大学は
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９年目なんですけど、来年１０年で終わります。これは万博の継承事業ということで１０年

区切られた事業ですので、終わらざるを得ないのですが、実際携わってきている方ですとか、

ＮＰＯの方から、引き続きやったらどうだという話はございます。ただ、予算の面もありま

すので、皆さんと一緒になんかやれる方法はないかというところを今、探っておりますので、

そういう中で、今後、森と緑づくり事業がどうなるか分かりませんが、その活用は一つの検

討課題になるかと思っておりますので、ご提案ありがとうございます。 

（委員長）ほかに。もしできましたら、今日お話しになっておられない委員の方、よろしけ

ればどうでしょうか。 

（委員）皆さんご存知かと思いますが、新城市の山吉田に愛知県森林・林業技術センターが、

あるんですが、そこで昨日まで架線技術者養成講座の講師を１０日ばかりやっていた訳です

けれど、前回もこの事業によって新たな雇用が生まれたと申しましたが、こういった講習、

資料にも書いてありますけれど、森林整備技術者養成事業という講座があって、そうした若

者が多く講習に参加してくれるようになりました。去年なんかは４人の生徒だけでいろんな

ことを実習した訳なんですけど、今年の場合、１０人ぐらいの生徒が来て講習を受けてくれ

ました。これ一重に森と緑づくり事業の成果の一つだと、こんな風に思います。 

（委員長）その若い方たちは、もともと地元におられた方ですか、それとも都市から移られ

た方が多いんですか。 

（委員）結構ね、都市の子が多くて、架線技術指導者の養成講座は愛知県はやってて、結構

やってない県が多いですよね。その関係で、今回来てた子も富山の子だとか、富山の子が愛

知県へ住み着いて、そういう講習を受けるだとか、結構よその県から愛知県へ来てる方がい

ました。 

（委員長）そういうことで、他県の方も注目しておられるということかと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（委員）そうですね。私は、海上の森大学の１期生ですので、今お話しを聞いておりまして、

万博のそういった事業は来年で終わります、今年万博１０周年記念ですが、一応来年まで海

上の森大学もあるというということで。私たちは海上の森へですね、あいち自然ネットとい

う団体として、今３１団体ありますけれど、集まって物好きというか、夜な夜な集まりまし

て、職員の方もお付き合いいただいて、何かやっていきたいねという、ささやかな炎を燃や

し続けているという感じで。また、今後何かそういった、このあいち森と緑づくりのね、環

境税も活用して何かができたらいい、何かをやるにしてもですね、予算というかね、お金も

いりますので、何かやれたらいいなあなんてと思って聞いておりました。 
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かたやですね、一般市民の方、子どもも含めてですけれど、私たちこういう委員という役

を担っている立場でですね、今まで以上にですね、みんなの県民税５００円がこの税金で使

われているんだよということを、口コミというか、そういう形で日々この 1年伝えるように

しております。パンフレットなども見ながら、配ったりしています。やっぱりいくら素敵な

パンフレットをデザイナーが作ったとしてもですね、やっぱり伝わらないと意味がないと思

うんですね。今、ごまんとパンフレット、素敵なものがあります。私は逆にですね、県の方

たちが、この３部局がですね、一生懸命、こう行政なりにですね、柔らかくとかいろいろ注

文をいっぱい言いますので、そこで作っていただいているというところがすごく何か逆に珍

しいのかなと思っていて、何かこう何かドロドロしててもいいけど、いっぱい自分たちでや

ってるんですっていうことを逆にＰＲしてもいいのかなと。そんなことも思ったりしてて、

毎回毎回進化している、森と緑づくり税のパンフですみたいなことを逆にうたってもいいの

かな。逆にフェイスブックとかブログに書いてもいいのかなとか思ったりもして、是非、が

んばっていただきたいと逆に思っている次第です。以上です。 

（委員長）どうもありがとうございました。 

事業ではですね、計画どおり、森林を改善していく、どれだけの面積達成するというよう

なこともあるかと思うんですが、やはりそこには人がいるというということで、そういう人

を育てる、そういう気持ちを育てるっていうのは、もうひとつね底辺にはあるんだろうなあ

と思っています。そう意味で山を守る人が、今少なくなっていますので、そういう若い方が

山へ来てくださる、少しでも増えるということは非常に素晴らしいし、いろんな活動をやっ

ておられる方のネットワークがどんどん広がってですね、あいちの森と緑がですね、良くな

っていくというサポートしていただけるサポーターをたくさん増やすということも非常に

大事なことなので、この事業の中ではですね、そういう人という点にも目を向けてやってい

きたいなと私自身も思っております。 

ほかにいかがでしょうか。 

（委員）今の○○委員のこのパンフレット、行政で一生懸命作っているというところにそう

だっと思いまして、お伝えするんですけれど、私は、環境活動学習推進事業の方の講習会事

業でちょっと実際に携わらせていただいたんですけれども、これは本当に、環境活動されて

いる皆さん、活動団体の皆さんに対してステップアップ講座という形で開催されたんですね。

この企画に私、関わっているときに正直、普段から活動している人がわざわざね、自分が勉

強しようとどこまで思ってくれるのかなあと、正直ちょっと不安なところもあったんですけ

れども、実際には、安全対策ということで救急法やったりとか、広報の本当に企画とか広報

のプロの方に来ていただいて、チラシの作り方をまさにやったんですけれど、すごく皆さん

反応が良くて、やっぱり広報で悩んでいる団体さんもすごく多かったというのもあって。こ

こに是非、行政の方も参加していただいて、自分でチラシを作るところを体感していただく

といいのかなと思いました。実際、環境部の方に、ご参加いただいてて、環境部さんが作っ

たこのステップアップ講座のチラシをネタにして、ここが分かりづらいとか、いろいろ皆さ
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んから意見出しながらこうブラッシュアップしていくみたいなこともやったんですけれど

も。本当にそういうことで、行政のみなさんも一緒に、やっぱり県民の１人として一緒にこ

うね、こうステップアップしていくというのがいいんじゃないかなあっていう風に、今お聞

きして思ったのでお伝えしました。 

あともう１つですね、今年はやっぱり全国都市緑化あいちフェアというのが一番大きな愛

知県ではイベントになってくるんじゃないかと思うんですけれども、ここで普及啓発をされ

るということでさっきご説明いただいたんですが、やっぱりあいち森と緑づくりの庭だとか、

あとワークショップというのは、ほかのたとえば企業さんとかいろんな市民団体さんもたく

さんここでワークショップやったり、お庭を作ったりというのされる中の本当に一つになっ

てしまうので、そこで埋もれてしまわないように、やっぱりこの県民の５００円でこんなこ

とやってるんですよというのをちゃんと PR できるような、是非、事業にしていただけると

ありがたいなあと思います。以上です。 

（委員長）今の意見、そのつもりで覚悟してやっておられると私は思っておりますので、い

いものを作っていただきたいと思っております。 

ほかによろしいでしょうか。時間もちょっとおしておりますので。 

それでは、本日の委員会はこれにて終わりということにさせていただきたいと思います。 


